
　

　

お知らせ

10

お知
らせ

市
内
局
番
を
確
か
め
て 

お
か
け
く
だ
さ
い 

広報 

南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
上下水道部
　企業経営課☎50-3037
　下水道加入
　水道課☎50-3038
　下水道課☎50-3039
　下水道加入促進課☎50-3041
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　
合
併
浄
化
槽
設
置

　
　
　
　

補
助
金
の
変
更

　

個
別
処
理
区
（
合
併
浄
化
槽
処
理

区
域
）
で
は
合
併
浄
化
槽
設
置
の

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

22
年
度
以
降
、
補
助
額
が
減

額
さ
れ
ま
す（
表
）の
で
、
合
併
浄

化
槽
の
設
置
を
予
定
し
て
い
る
人

は
、
合
併
浄
化
槽
設
置
工
事
登
録

業
者
を
通
じ
、
早
急
に
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
下
水
道
加
入
促
進
課

　

☎
50
・
３
０
４
１

合併浄化槽 21年度 22年度 23年度以降
５人槽 504,000円 421,000円 332,000円

７人槽 663,000円 560,000円 414,000円

10人槽 871,000円 734,000円 548,000円

11人槽以上 1,333,000円 1,099,000円 939,000円

▽補助金額の変更表（年度ごとに減額）

・表は一般住宅等の場合で、23年度から島内他市と同様に

　国基準額となります。

・21年度のお申し込みは、８月末日で締切

  

妊
婦
健
診

　
　

  

助
成
内
容
を
拡
大

　

４
月
か
ら
、
助
成
内
容
を
拡
大

し
ま
す
。
申
請
時
に
領
収
書
が
必

要
に
な
る
の
で
、
紛
失
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象　

市
内
在
住
の
妊
婦

　

①
健
診
回
数
５
〜
14
回
②
健
診

額
合
計
３
万
５
０
０
０
円
以

上（
①
・
②
を
両
方
満
た
す
こ
と
）

▽
助
成　

妊
婦
健
診
の
費
用

　

※
保
険
診
療
分
は
対
象
外

　

※
上
限
９
万
８
０
０
０
円

▽
申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

【
必
要
書
類
＝
健
診
の
領
収
書（
４

月
以
降
の
分
）・
申
請
書
・
請
求
書
・

印
鑑
・
振
込
口
座
が
分
か
る
も
の
】

妊
婦
健
診

　

母
体
や
胎
児
の
健
康
確
保
の
た

め
に
と
て
も
重
要
で
、
14
回
程
度

の
健
診
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

問
健
康
課
☎
44
・
３
０
０
４

　

変更点 内容

時刻表と路線の一部変更 各庁舎窓口備付の時刻表をご覧ください。

運転免許返納者の特典

①65歳以上の運転免許返納者（市民）に１日フリーパス券（20回分）を

　無料でお渡しします。希望者は、「運転経歴証明書」か「運転免許の取

　消通知書」を市長公室までご持参ください。

②65歳以上の人で「運転経歴証明書」の記載住所が兵庫県内の人に限り、

　淡路交通㈱の路線バス運賃が半額となります。（高速バスを除く。現金で

　の利用に限る）乗車の際には「運転経歴証明書」の提示が必要です。

らんらんバス、４月１日以降の変更点 問市長公室☎43-5002

  

身
体
障
害
者
の
人
に

　

  

軽
自
動
車
税
を
減
免

　

身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用

す
る
軽
自
動
車
等
で
一
定
の
要
件

を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り
軽
自

動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

※
普
通
自
動
車
の
減
免
を
受
け
て
い

る
人
は
対
象
外
で
す
。
減
免
は
１

人
に
つ
き
１
台
で
す
。

新
規
で
減
免
申
請
す
る
人

　

障
害
等
の
等
級
と
車
両
の
使
用

状
況
で
減
免
を
判
定
し
ま
す
。

▽
申
請
時
の
持
参
物

①
印
鑑
（
認
印
可
）

②
運
転
者
の
運
転
免
許
証

③
車
検
証

④
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷

　

病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

　

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

▽
提
出
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

▽
提
出
期
限　

５
月
25
日
（
月
）

20
年
度
減
免
を
受
け
て
い
た
人

　

ご
自
宅
に
郵
送
し
て
い
る
申
請

書
（
継
続
用
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
４
月
17
日
（
金
）
ま
で
に

ご
返
送
く
だ
さ
い
。

※
申
請
内
容
が
20
年
度
と
異
な
る

　

場
合
、
新
規
の
手
続
き
を
行
っ

　

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

（
自
動
車
税
の
減
免
申
請
）

洲
本
県
税
事
務
所
☎
26
・
２
０
２
６

�

 

ゴ
ミ
や
玉
ね
ぎ
な
ど
の
不

法
投
棄
・
不
法
焼
却
は
違
法

で
す
！

　

５
年
以
下
の
懲
役
、も
し

く
は
、１
０
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
で
処
罰
さ
れ
ま
す
。（
法

人
は
、１
億
円
以
下
の
罰
金
）

　

発
見
し
た
場
合
は
、警
察

ま
た
は
生
活
環
境
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

　

南
あ
わ
じ
警
察
☎
42
・
０
１
１
０

不
法
投
棄
・
不
法
焼
却

固
定
資
産
税

  

〜
今
年
は
評
価
替
え
の
年
〜

▽
期
間　

４
月
１
日（
水
）

　

〜
６
月
１
日（
月
）

※
土
・
日
・
祝
日
除
く

▽
縦
覧
内
容

　

①
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

②
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

▽
縦
覧
で
き
る
人　

土
地
・

　

家
屋
の
納
税
義
務
者　

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

帳
簿
の
縦
覧

 

投
票
日
は

　

７
月
５
日
㈰

　

カ
レ
ン
ダ
ー
に
赤
丸
を
し

て
忘
れ
ず
投
票
に
行
き
ま

し
ょ
う
。

問
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
43
・
５
０
０
４

兵
庫
県
知
事
選
挙

下水道使用区域の拡大

区域の拡大
　３月 31日から小磯、小木場、木場、浦

壁地区の一部区域で下水道が使用可能にな

りました。

早期接続に奨励金
▽下水道の供用開始後１年以内に排水設備

工事を行い、公共ますにつなぎ込みを

した人は、３万240円
▽下水道の供用開始後１年を超え２年以内

の場合は、１万5,120円
問下水道加入促進課☎ 50-3041

丸山・神代地区ご招待券
本券１枚で、お一人様１回限り有効
有効期限：平成22年３月 31日

南あわじ市
淡路ファームパーク　イングランドの丘

☎ 43-2626

ご招待券
本券１枚で、お一人様１回限り有効
有効期限：平成22年３月 31日

南あわじ市
淡路ファームパーク　イングランドの丘

☎ 43-2626

ご招待券
本券１枚で、お一人様１回限り有効
有効期限：平成22年３月 31日

南あわじ市
淡路ファームパーク　イングランドの丘

☎ 43-2626

ご招待券
本券１枚で、お一人様１回限り有効
有効期限：平成22年３月 31日

南あわじ市
淡路ファームパーク　イングランドの丘

☎ 43-2626

�

期
間　

 

４
月
６
日（
月
）〜
15
日（
水
）

最
重
点
項
目

　

高
齢
者
の
交
通
安
全

重
点
項
目

①
子
ど
も
の
交
通
安
全

②
自
転
車
の
交
通
安
全

③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

④
飲
酒
運
転
の
根
絶

⑤
夕
暮
れ
ど
き
の
交
通
安
全

問
生
活
環
境
課
☎　

・
５
０
２
４

春
の
交
通
安
全
運
動

△

年
金
の
天
引
き

長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
制
度

４
月
以
降
の
年
金
天
引
き

　

４
月
以
降
の
保
険
料
を
仮
徴
収

と
し
て
、
今
年
２
月
の
年
金
天
引

き
額
と
同
額
分
、
４
・
６
・
８
月
の

受
給
時
に
天
引
き
し
ま
す
。

※
保
険
料
の
通
知
は
行
い
ま
せ

ん
。

　

本
年
１
月
30
日
ま
で
に
納
付
方

法
変
更
申
出
書
を
提
出
し
た
人
は

対
象
外
で
す
。

　

な
お
、
次
の
人
に
保
険
料
の
決

定
通
知
書
を
７
月
中
旬
頃
、
送
付

し
ま
す
。

①
５
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
っ

て
い
る
人

②
65
〜
74
歳
ま
で
の
障
害
認
定
で

　

資
格
取
得
し
て
い
る
人
（
資
格

　

は
５
月
29
日
ま
で
の
取
得
）

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

個
人
住
民
税

10
月
以
降
の
年
金
天
引
き

　

年
金
所
得
に
か
か
る
住
民
税

（
市
・
県
民
税
）
が
、
10
月
支
給

の
年
金
か
ら
、天
引
き
さ
れ
ま
す
。

※
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る
も
の

　

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
対
象
の
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年

　

金
・
退
職
共
済
年
金
な
ど

▽
対
象
者

①
65
歳
以
上
で
公
的
年
金
を
受
給

　

し
て
い
る
人
（
４
月
１
日
現
在
）

②
前
年
中
の
年
金
所
得
に
か
か
る

　

住
民
税
の
納
税
義
務
の
あ
る
人

※
①
・
②
に
当
て
は
ま
っ
て
も
、

　

対
象
と
な
ら
な
い
人

・
年
金
の
給
付
額
の
年
額
が
18
万

　

円
未
満
の
と
き

・
天
引
き
す
る
額
が
給
付
額
の
年

　

額
を
超
え
る
と
き

　

21
年
度
の
税
額
の
半
分
は
、
21

年
６
・
８
月
に
普
通
徴
収
（
口
座
か

ら
の
引
き
落
と
し
や
納
税
通
知
書
で
銀

行
な
ど
で
納
め
る
方
法
）
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

・
３
０
０
３




